
産業廃棄物管理票（マニフェスト）Ａ票

発行元：社団法人　全国産業廃棄物連合会
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氏名又は名称

管理票交付者（処分委託者）の氏名又は名称及び管理票の交付番号（登録番号）

帳簿記載のとおり

当欄記載のとおり

（直行用）

名称／所在地／電話番号

名称／所在地／電話番号 （委託契約書記載の場所にあっては委託契約書記載の番号

氏名

氏名

委託契約書記載のとおり

当欄記載のとおり

住所

平成

〒 電話番号

名称

所在地 〒

氏名

電話番号

氏名又は名称

住所 〒 電話番号

名称

所在地 〒 電話番号

氏名又は名称

住所 〒 電話番号

名称

平成　　　　　　　年　　　月　　日

平成　　　　　　　年　　　月　　日 平成　　　　　　　年　　　月　　日

数量（及び単位）
有価物捨集量

所在地 〒 電話番号

年 月 日 20000029755
%
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種類（普通の産業廃棄物） 種類（特別管理産業廃棄物）

燃えがら 金属くず 7000

7010

7100

7110

7200

7210

7300

7410

7421

7424

7425

7426

7427

7428

7429

7430

7422

7423

引火性廃油

PCB等

廃石綿等

鉱さい(有害）

指定下水汚泥

強酸

強酸（有害）

強アルカリ

感染性廃棄物

強アルカリ（有害）

引火性廃油（有害）

燃えがら（有害)

廃油（有害）

汚泥（有害)

廃酸（有害)

廃アルカリ（有害)

ばいじん（有害)

13号廃棄物（有害)

鉱さい

家畜の死体

ばいじん

13号廃棄物

動物系固形不要物

がれき類

家畜のふん尿

・陶磁器くずガ ラ ス
ｺﾝｸﾘｰﾄ汚泥
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廃酸

廃アルカリ

廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類

紙くず

木くず

繊維くず

ゴムくず

動植物性残さ

数量（及び単位）

産業廃棄物の名称

荷姿

有害物質等

備考・通信欄

処分方法

最終処理

中間処理

の 場 所

産業廃棄物

運搬担当者

処分担当者
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B2票      平成           年          月           日

Ｄ 票      平成           年          月           日

Ｅ 票      平成           年          月           日

排
出
事
業
者
控

1015 4 ○○-410 産廃太郎
○○建設株式会社

555-5555 06-6666-△△△△

大阪市中央区○○3丁目4番5号

神戸市中央区○○1丁目2番3号

○△ビル新築工事作業所
566-6666 06-6777-△△△△

大阪市阿倍野区○○4丁目3番5号

4トン 脱着コンテナ

建設混合廃棄物

破砕･選別

有限会社○○環境運輸

○○環境開発株式会社

444-4444 078-222-△△△△
兵庫県明石市○○町4丁目5番6号

○○環境開発中間処理センター
466-6666 078-555-△△△△

兵庫県明石市○○町2丁目3番4号
455-5555 078-333-△△△△

※ここは記入不要です（二次マニフェストの場合に使用します）

斜線部は、Ａ票では記入の必要がありません

●Ａ票に必要事項を記入します。

●引き渡した控え「Ａ票」を受け取り、確実に保管します。

●運搬業者から「B2票」、処分業者から「D票」「E票」が戻ってきたら、
　　　　　　　　　　　　　　　そのつど保存していた「A票」の照合欄に日付を記入します。

●「A票」「B2票」「D票」「E票」を5年間保存します。

そして、
各処分終了後には･･･

まず、
引渡しの際には･･･

A票

A票

B2票

D票
E票

照合欄

○処理施設へ搬入

○処理施設で処分

排出事業者が行うこと

処分施設に直行する場合

マニフェスト記載例
建設系廃棄物の場合　一次マニフェスト

7枚複写のマニフェスト マニフェスト使用のポイント

直行用マニフェスト使用方法

マニフェスト交付番号は10桁で
あらかじめ印刷しています

チェックディジット
：コンピュータへのキー入力等におけるエラー検出に利用します

交付担当者の氏名
社内で管理しやすい
適当な番号を記入します 廃棄物を排出した

事業所の名称・所在地

運搬先の事業所の
名称・所在地

｢B2票｣｢D票｣｢E票｣が
戻ったときに、
｢A票｣のこの欄に
日付を記入します｡

運搬や処分する際の注意事項を記入します

交付年月日

委託する廃棄物の
種類・数量等

運搬業者の
名称・住所等

処分業者の
名称・住所等

運搬担当者の受領確認
運搬担当者が廃棄物の受領時に署名します

排出事業者の
名称・住所等

E
D

C2
C1

B2
B1

A
A 票 排出事業者の控え

B1票 運搬業者の控え

B2票 運搬業者から排出事業者に返送され、運搬終了を確認

C1票 処分業者の保存用

C2票 処分業者から運搬業者に返送され処分終了を確認

D 票 処分業者から排出事業者に返送され処分終了を確認

E 票 処分業者から排出事業者に返送され、最終処分終了を確認

●産業廃棄物の種類ごと、行き先（処分事業所）ごとに交付す　
　る。
●産業廃棄物を処理業者に引き渡す際に交付する。
●排出事業者のマニフェスト交付担当者が、産業廃棄物の種類、
　数量、処理業者の名称等を正確に記載した上で交付する。
●処理業者からの写しの送付があるまで、マニフェストの控えを
　保存する。
●処理業者から送付された写しを5年間保存する。

100 古紙配合率100%再生紙を
使用しています


